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ヘ ブ ラ イ語 ラ ツ ォー ンの概 念 史

死海文書 における用例 を手がか りとして

勝　村　弘　也

1.は じ め に

　 数年 前 の こ と と記憶 す るが 、京都 大学 の水 垣 渉先生(現 在 は名誉教 授)は 、

あ る研 究会 の席 上 で ギ リシ ャ教 父 にお い て はエ ウ ドキ ア(εUdOKLα)

の概 念 が神 学 的 に きわ めて重 要 な意義 を有 してい た こ と、 しか しその後 の キ

リス ト教 思想 にお いて はそ の意義 が見失 われ て しまった こ とを指摘 され た。

さ らにギ リシ ャ語 のエ ウ ドキ アは、ヘ ブ ライ語 の ラツ オー ンQly1)や マ ー

ツ ァー ・ヘ ー ン(1nぺyη)に ほ ぼ対 応 す る こ と、 そ して この よ う な 一 見

primitiveに 見 える宗 教 的観念 　 　そ こで は、意 志 と感 情 が一体 にな って い る

　　 こそが思 想 的 に重 要 で あ る こ とを示 唆 され た(1)。この 時以 来 、私 は この

翻訳 困難 な語 ラツ オー ンへ の関心 を持続 して きた。

　 『キ リス ト教論 藻』 第35号 にお いて は、主 と して箴 言 にお け る この語 の用

法 を検討 したが 、 そ こで は 同時 に旧約全体 に わた る先行 の語 義研 究 の問題 点

に も触 れ た(2)。本論 考 は、2006年10月20日 に北 星 学 園大 学 で 開催 され た 日本

旧約 学 会総会 で の研 究発 表{3)に若 干 の加 筆 お よび訂 正 を行 った もの であ る。

死 海文書 にお ける この語 の主要 な用 法 を調査 して、 旧約 での用 法 との比較 を

試 み る もので あ るが 、真 の狙 い は、 この語 に表現 されて い る よ うな宗教 的観

念 がユ ダヤ ・キ リス ト教 思想 の なかで た どっ た歴 史 を解 明す る こ とに他 な ら

ない。 したが って、本論 考 で は重要 な用例 につ いて簡単 に触 れ るだけで あ る

が 、新 約 にお け るエ ウ ドキ アの用法 も最 初 か ら考 察 の範 囲 に入 ってい る。今

回、死 海文書 に注 目 したの は、そ の用 例 が きわめて多 い上 に、 ま さにイエ ス

や パ ウロが生 きて活動 してい た時代 の文 献資料 を含 むか らで あ る。 なお 、最
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近 、 ラツ ォー ンに対応 す る ギ リシ ャ語 のエ ウ ドキ アの用 法 に関 して、武藤慎

一 に よる論文 が発 表 され た(4)
。 この論文 は、 ギ リシ ャ教 父 の ク リユ ソス トモ

ス にお け る用 法 につ い て論 じた もので あ るか ら、拙 論 が考 察 の対 象 と してい

る聖 書 時代 よ りもかな り遅 い 。 しか し、武藤論 文 か ら明 らか に なるの は、 ギ

リシ ャ教 父 時代 にはエ ウ ドキアの背 後 にあ るセ ム的 な宗 教 的観念 が 、確 か に

生 き生 きと活 動 してい た とい う事 実 で あ る。 この意 味 で は、武藤 論文 は拙 論

と相 互 に補 完 す る関係 にあ る。

2.ア ンス ローポ イス ・エ ウ ドキア スの諸解 釈

　 ラ ツ ォー ンは、動 詞 の ラー ツ ァー(1「1y-1V/r-§-h)か ら派生 した 名 詞 で あ

って(5)、「好 意」 「お 気 に入 り」 「好 み」 「寵愛 」 「意 思」 「恵 み」等 と様 々 に訳

され る。死 海文 書 が成立 した紀元 前後 の 時代 には、 この語 は、 その用例 の多

さか ら見 て も、パ レス チ ナのユ ダヤ教 におい て神 学 的術 語 となって いた と考

え られ る。 これが新 約 の ギ リシ ャ語 エ ウ ドキ アの用 法 に反映 してい る と推定

され る。 こ こで この ギ リシ ャ語 の語 用 史 につ い て若 干触 れて お く。 「まず特

筆 しな けれ ばな らない の は、 この語 が用 い られ るのがユ ダヤ ・キ リス ト教 関

係 の著 作 にほぼ限定 され る こ とであ る。 これ は七十 人訳 に よる動詞 エ ウ ドケ

イ ンか らの新 造 語 なの であ る。次 に、 この語 は人 間 につ い て も使 用 され るが、

第一義 的 には神 につ い て使 用 され る こ とで あ る」(武 藤慎 一)(6)。つ ま り、七

十人訳 が成 立 した時代 の ギ リシ ャ語 には、 ヘ ブ ライ語 の ラツ ォー ンに相 当 す

る語が存 在 しなか った ため に、翻訳 者 が この語 の重 要性 か ら判 断 して新 しい

術 語 を作 り出す ほか なか った とい う こ とに なる。従 って、エ ウ ドキ ア は一般

的 なギ リシ ャ語 で は な くて、 もと もと聖 書 的術 語 なので あ る。 なお、動 詞 の

エ ウ ドケイ ンは、 や は りヘ レニズ ム時代 にな ってか ら登 場 す る語 とされ るが 、

特 に聖書 的 な術 語 とい うわ けで はな い(7)。

　 現代 ドイ ツの新 約学 を代 表 す るK・ ベ ル ガー は、 その著 『死 海 写本 とイエ

ス』 の中で 、 ル カに よる福 音書2章14節 の天使 の こ とば 「い と高 き ところで

は神 に栄 光 あ れ」 に続 くカ イ ・エ ビ ・ゲ ー ス ・エ イ レー ネ ー ・エ ン ・ア ン
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ス ロ ー ポ イ ス ・エ ウ ドキ ア ス(κ α`る π`γ η 《 εZρ η γη みv

aγ θρ ω πocS　 εOδoκ`αc)の 解 釈 に 関 す る有 名 な論 争 に言 及 し

て い る(8)。この 箇 所 の解 釈 を巡 っ て は教 派 間 に対 立 が 生 じた ほ ど な の で あ る

が 、 そ の原 因 は独 特 の表 現 エ ン ・ア ンス ロ ー ポ イ ス ・エ ウ ドキ ア ス にあ る 。

ま ず 「人 々」(ア ンス ロ ー ポ イ ス)と 問 題 の 語 エ ウ ドキ ア ス の 接 続 関 係 が セ

ム 的(つ ま り旧 約 の ヘ ブ ラ イ語 の 表 現 を 下 地 に した もの)で あ る た め に ギ リ

シ ャ語 と して は不 自然 な 表 現 に な り、 そ の結 果 テ クス トに異 読 が 生 じた こ と

が あ る。 次 に エ ウ ドキ ア の語 義 に関 して も解 釈 が 分 か れ る 。 ベ ル ガ ー は 、 こ

の 箇 所 の 主 要 な解 釈 を以 下 の3種 類 に分 類 す る 。

　 (1)「 地 の 上 に は 、 善 意 の 人 々 に平 和 が あ る よ う に」

　 (2)「 地 の 上 に は平 和 が 、 人 々 に は満 足(Wohlgefallen)が あ る よ う に」

　 (3)「 地 の 上 で は 、 み心 に か な う人 々 に平 和 が あ る よ う に」

　 この3種 類 の 解 釈 に対 して ベ ル ガ ー が 付 した 簡 単 な コ メ ン トに若 干 の 補 足

説 明 を加 え な が ら問題 点 を 明 らか にす る と次 の よ う に な る。 まず(1)の 読 み方

は 、 ウ ル ガ タ訳 のet　in　terra　pax　in　hominibus　 bonae　 voluntatisを 代 表 例 と して

挙 げ る こ とが で き る。 こ れ は カ トリ ック 的 な 人 間理 解 、 つ ま り人 間 の善 意 は

神 に よ っ て 報 わ れ る の だ との 考 え方 に照 応 して い る 。(2)は 、宗 教 改 革 者 マ ル

テ ィ ン ・ル ター の解 釈 を代 表例 とす るが 、彼 が 手 に して い た本 文 はエ ラ ス ム

ス の校 訂 版 で あ っ て 、 問題 の 箇 所 は 「エ ウ ドキ ア ス(εudoKLaS)」(属

格)で は な くて 「エ ウ ドキ ア(ε'doK`α)」(主 格)で あ る。 つ ま り天

使 の こ とば を 「天 ・地 ・人 々 」 に3分 割 して読 む の で あ っ て 、 英 語 欽 定 訳 の

Glory　to　God　in　the　highest,　and　on　eart:h　peace,　good　will　toward　menも この よ う

な読 み 方 に従 っ て い る(9)。現 代 の 正 文 批 判 の 立 場 か ら は退 け られ る 解 釈 で あ

る が 、Wohlgefallen(こ の ドイ ツ 語 も翻 訳 困 難 な 語 で あ る が 、 一 応 「満 足 」

と訳 す)あ る い は 「善 意(good　 will)」 が神 か ら人 間 に向 け られ る もの で あ

る と解 釈 され て い る こ とが 注 目 され る 。 神 の 主 権 の 強 調 は 、宗 教 改 革 の 理 念

に合 致 す る の で あ る。 なお 、 ル タ ー訳 の ドイ ツ語Wohlgefallenは 、 問 題 の語

の 意 志 的 な側 面 よ りも感 情 的 な側 面 を強 調 して い る 点 で 聖 書 的 な観 念 を う ま

く表 現 して い る。(3)は 口 語 訳 や 新 共 同訳 な ど も採 用 して い る現 代 の 読 み 方 で
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あ るが、改 革派 の 「神 が 〈欲 し〉選 びた もうが故 に、み心 にか な う、 そ うい

う人 々 に平和 が あ る ように」 の意味 だ とす る解釈 が代 表 的で あ る。 つ ま り、

神 の選 びは人 間の功績 とは無 関係 で あ る と考 えて、 ここで語 られ てい るの は

人 間 に対 す る神 の意志 で あ る と主張 す る。

　 ベ ル ガー に よる と 「それ ゆ え根本 的 な問題 は、 こ こで語 られて い るの は、

人 間に対 す る神 の意志 なのか 、そ れ とも人 間の、 む くわ るべ き、善 き意志 な

の か、 とい う こ とで あ る」。彼 は この ような論 争 は、死 海 文書 の 「感 謝 の詩

篇」 や 「共 同体 規則」 の ラツ ォー ンの用 法 か ら判 断 して 、神 の選 びの意志 が

重 要 で あ る とい う仕 方 で決着 が つ い た と言 う。 「もち ろ ん、 人 は神 の判 断 に

従 い 、神 のみ心 にか な う よう行 動す る こ ともで きるが 、 いず れ にせ よ、神 の

意 志が基 準 なので あ る」 と言 うので あ る(t°}。この よ うなベ ル ガー の結論 は、

基本 的 には正 しい と して も、 い ささか 問題 を単 純 に捉 え過 ぎてい る。 す で に

指摘 した よう にラ ツ オー ンは、意志 と感情 が 未分化 な ま ま結 合 してい る語 で

あ るばか'/で は ない。 旧約 にお け る用法 を調 べ る と、神 か ら人へ の方 向 と、

人 か ら神 へ の方 向 とい う 〈双 方 的性 格 〉が確 認 され るか らで あ る㈲。 この よ

うな語 の性格 が 、 クム ラ ン文書 におい て も確認 され る な らば、新 約時代 のユ

ダヤ教徒 が 、単純 に改 革派 流 の ものの考 え方 を して い たか の ように主張 す る

の は誤 ってい る こ とにな る。

　結 論 を先取 りす る と、以 下 の ようにな る。死 海文 書 にお け る ラツ ォー ンの

用法 か ら明 らか にな るの は、 まず 、 この語 の双 方 的性格 が維 持 され てい る こ

とで あ る。次 に、神 に よる義 人 の救 済 が予 定 されて い る との確信 は、人 間の

良い行為 が神 に よって受 け入 れ られ る こ とと何 の矛 盾 も生 じない こ とで あ る。

この点 か ら言 う と、 ル カ に よる福 音書2章14節 の カ トリック的な理解 を誤 っ

てい る とす る こ とは出来 ない。

3.旧 約 にお け るラツ ォー ンの用法

　旧約 にお け る ラツ ォー ンの従 来 の訳 語 を 日本 語訳 の各種 の聖書 で調べ てみ

る と、場 当 た り的 に訳 した結 果 で あ ろ うか、訳 語 にほ とん ど統一 性が見 られ
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ない。 これ は例 えば、 ドイツ語 のル ター訳 がWohlgefallenを 好 ん で用 い てい

る ような事情 とは大 き く異 な ってい る。 これ は、 間接 的 に我 国の聖 書翻訳 者

が この語 の思想 的 な重 要性 を 自覚 して こなか った こ とを物語 って い る よう に

思 われ る。

　先 に も触 れ た よ うに、 旧約 にお け る この語 の用 法 につ いて は、動 詞 ラー ツ

ァーの語 義 を含 め てす で に論 じた こ とが あ るの で、 ここで は要 点 だ け を述 べ

る。 まずKBL第3版 で は、 こ の動 詞 をIV?-s-hとHv午 一§-hの2種 類 に分

けてい るが(12}、この分類 に は根 拠 が薄 い 。Gerlemanは 、 この語 の基本 的 な意

味 をannehmen「 引 き受 ける」 「受 け取 る」 であ る と推 定 す る。元 来 、相 続 地

や略 奪物 の分 け前 を受 け取 る よ うな場 合 に使 わ れ たの で あ ろ う㈹。 この よ う

にた いてい の場合 は、〈何 か を満足 して受 け取 る 〉〈喜 ん で受 け取 る 〉の よ う

な肯 定 的 な意 味 にな るが 、稀 に 〈罪 責 を引 き受 け る 〉の よ うな場 合 　 　KBL

第3版 に よる とHV7-S-h(レ ビ記26章34節 、41節 、43節 参 照(14})　　 が あ る

のだ と考 えれ ば、 この動詞 は1種 類 しか存 在 しない。

　名 詞 ラツ ォー ンの用例 は、 旧約 で合 計56回 あ るが、捕 囚期 以 降 のテ クス ト

に偏 ってい る。確 実 に王 国時代 とされ るの は、箴 言 の古 い伝 承層 の場 合 な ど

でか な り少 ない(15)。元 来 の生 活 の座 と して は、祭 儀 と宮廷 が想 定 され る。 こ

れが次 第 に、神 が ラ ツ オー ンの主体 とな る神 学 的概 念へ と発 展 してい ったの

であ ろ う。 この よ うな経緯 は、箴 言 の 「ソ ロモ ンの第 一・詞集 」 での古 い用 法

か ら、 第2イ ザ ヤや詩 篇 中の比 較 的新 しい と推 定 され る用法 へ と辿 る ことに

よって、 あ る程 度推 定 す るこ とが で きる㈹。

　詩 篇 とイザヤ書 には、 ラツ ォー ンが他 の名 詞 と結 合 して複 合観 念 を形成 し

てい る用 法 があ る(StatuS　COnStrUCtUSを とる他 の名詞 につ なが る用 法)。 この

ような用 法 は、死 海文 書 に も出て くる し、 ル カ による福 音書2章14節 の エ ウ

ドキ アの用法 を解釈 す る ときの鍵 に もな る。先 の拙 論 の記述 と重複 す るが 、

説 明 の都 合上 、 これ らの用 例 につ い て もう一 度 述べ てお く(n)。問題 の用 法 は、

詩篇69篇14節 、 イザ ヤ書49章8節 、58章5節 、60章7節 、60章10節 、61章2

節 の6箇 所 にあ る。 た だ し、60章7節 には正文 批判 の立 場 か らみ て問題 が あ

るので考 察 か ら除外 す る。 そ こで これ ら5例 につ い て ラツ ォー ン を訳 さない
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ま ま で 逐 語 訳 を 付 け 、 新 共 同 訳 と い く つ か の 英 語 と ド イ ツ 語 の 訳 文 を 適 宜 参

照 し て 整 理 す る と 以 下 の よ う に な る 。 な お 、 新 は 新 共 同 訳 、Lは ル タ ー 訳 、

Z,は チ ュ ー リ ヒ ャ ー 聖 書 、RSVはRevised　 Standard　 Version、 　NKJVはNew

Kings　 James　 Versionで あ る 。　WBCは 、　J.D.W.Wattsの イ ザ ヤ 書 注 解(Word

Biblical　 Co㎜ent町)(18)を さ す 。

詩 篇69・14　 11ylny「 ラ ツ ォ ー ン の 時 」

　 御 旨 に か な う と き に(新);zur　 Zeit　 der　 Gnade(L);zur　 Zeit,　 da　 es　 dh7

wohlgefallt(Z.);at　 an　acceptable　 time(RSV);in　 the　acceptable　 time(NKJV)

イ ザ ヤ49・8　 T押 コyllylnツ ユ 「ラ ツ オ ー ン の 時 に 私 は あ な た に 答 え た 」

　 わ た し は 恵 み の 時 に あ な た に 答 え(新);Ich　 habe　 dich　 erh6rt　 zur　 Zeit　 der

Gnade(L.);In　 a　time　 of　favour　 I　have　 answered　 you(RSV);In　 an　acceptable　 time

Ihave　 heard　 You(NKJV)

イ ザ ヤ58・5　 mnウ 、1y、 ロ1η 「ヤ ハ ウ ェ に と っ て の ラ ツ ォ ー ン の 日 」

　 主 に 喜 ば れ る 日(新);einen　 Tag,　 an　dem　 der　Herr　 wohlgefallen　 hat(L);und

ein　Tag,　 der　dem　 Herrn　 gefallt(Z.)an　 acceptable　 day　 to　the　Lord(NKJV);aday

acceptable　 to　Yahweh{WBC)

イ ザ ヤ61・2　 mnウ11yl　 mw「 ヤ ハ ウ ェ に と っ て の ラ ツ オ ー ン の 年 」

主 が 恵 み を お 与 え に な る 年(新);ein　 gnadiges　 Jahr　 des　Herrn(L);

　 the　acceptable　 year　 of　the　Lord(NKJV);the　 year　 of　Yahwe'sfavor(WBC)

イ ザ ヤ60・10↑nnm・ ⊃1ylm「 私 の ラ ツ オ ー ン に お い て 私 は あ な た を 慈 し

む 」

今 、 あ な た を 憐 れ む こ と を 喜 ぶ(新);abet　 in　meiner　 Gnade　 erbarme　 ich　fiber

dich{L.};but　 in　my　 favour　 I　have　 had　 mercy　 on　you(NKJV)

　 そ れ ぞ れ の翻 訳 聖 書 に必 ず し も整 合 性 が あ る わ け で は な い が 、 ル タ ー訳 と

NKJVに は か な り明 瞭 に傾 向 が 認 め られ る。 ル タ ー訳 は 、 神 の 主 権 を強 調 し

て 、 こ の よ う な ラ ツ ォー ン をGnade(恵 、み)と して把 握 す る㈹。 他 方 、　NKJV

は形 容 詞acceptableを 多 用 し、 人 間 の捧 げ る もの が 神 に受 け入 れ ら れ る こ と

と して 把 握 す る(z°)。どち らの解 釈 も成 立 す る の が この よ う な ラ ツ オ ー ンの 基
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本 的 な性 格 なの であ る。

　 ラツ ォー ンは特 に祭儀 にお いて は(レ ビ記 の用例 参 照)神 と人 との交 わ り

の場 に出現 す る喜 び と しての性格 を持 ち、双方 的 で ある。箴 言 で は、神 の ラ

ツ ォー ンは人 間 の倫 理 的行為 との 関連 で語 られ、人 間の善 い行 いが神 に受 け

入 れ られ る こ とを意味 してい る(箴 言11・1、11・20、12・2、12・22、15・

8)。 神 か ら人へ の方 向 を強調 す れば、 「恵 み」 とな るが、人 か ら神 へ の方 向

を強調 す れ ば 「受 け入 れ られ る(acceptable)」 とい う訳 語が 当て られ る こ と

にな る。 いず れ にせ よラッ ォー ンの双 方 的 な性 格 は、他 の名 詞 と結合 して複

合 観念 を形 成 して い る上 記 の5例 におい て も確 認 され るの であ る。

4.死 海 文書 にお ける ラツ ォー ンの用法

　 死 海 文 書 に お け る用 例 は 、Martin　 G.Abeg9のConcordanceに よ る と聖 書 以

外 の 文 書 で 少 な く と も138回 も あ っ て(21)(但 し、 同 一 の 箇 所 が 重 複 して 数 え

られ て い る場 合 が あ る(22」)、当 時 の パ レス テ ィ ナ に お け る こ の 語 の 重 要 性 を

示 して い る 。 こ こ で は これ らす べ て の用 例 につ い て検 討 す る こ と は 出 来 な か

っ た が 、 「ダマ ス コ文 書 」 「感 謝 の 詩 篇(ホ ダ ヨ ー ト)」 「共 同体 規 則 」 な どの

重 要 な文 献 に つ い て は 精 査 した の で 、 お お よ そ の 傾 向 は把 握 で き る{23)aな お 、

説 明 の 関係 上 そ れ ぞ れ の 用 例 に は番 号 を付 け、 ラ ツ ォー ン の訳 語 に は 〈　 〉

をつ け た 。 な お 、 ラ ツ オー ン を意 図 的 に翻 訳 しな か っ た場 合 が あ るが 、 こ れ

ら につ い て は そ の意 味 を後 で 説 明 す る。[… 　 　 ]は 、 写 本 に は 存 在 しな い

が 、 推 読 に よ って 補 っ た箇 所 を示 し、訳 文 の(… 　 　 )は 翻 訳 の都 合 上 意 味

を補 っ た箇 所 を示 す 。

(1)ダ マ ス コ文 書(CD)

(1>-1　 第2欄21行 目　 mly1∫1ND三1wyユ1・nNう ⊃1・7p1

　 彼 らが 自分 の 〈欲 す る こ と 〉 を行 っ た た め に、 彼 らは存 在 しな か っ た 者 の

よ う に な っ た

(1)-2　 第3欄3そ テ目　 1nγ11、y1ユ1nユNう1
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　 彼 らの 霊 が 〈欲 す る こ と 〉 を選 ば な か っ た

(1ト3　 第3欄11行 目　 ロコ1y'1ユnnユ ・1うN∫P1ユnn　 1コユ7yユ

　 彼 らが 神 の 契 約 を棄 て て 、 彼 らの 〈欲 す る こ と 〉 を選 ん だ

(1>-4　 第3ホ 閑127目 　 Ulyl　 nx型 り、Nn1ψyう

　 各 人 が 、 自分 の 〈欲 す る こ と 〉 を行 う こ と

(1>一一5　 第3欄15行 目 　rn　 n、m　 1D1ぺ7mψy、 、WN　my1、ygm

　 　 人 が 行 う な ら ば 、 そ れ ら に よ っ て生 きる で あ ろ う彼 の 〈意 志 〉の 要 求

(1>-6　 第11欄4行 目　 m膨 ユmymり ・Nユw」1・ うN

　 各 人 は 〈自分 勝 手 〉 に安 息 日 と係 わ っ て は(?)な ら な い

(1>一一7　 第11欄21そ テ目　11y1』n11コn⊃D"フ1y∫1うgrl1

　 義 人 た ち の祈 りは、 ラ ツ ォー ンの供 え物 の よ うだ

　 ダマ ス コ文 書 で は以 上7つ の 用 例 が 確 認 で き る。 こ こで は 人 間 が ラ ツ ォー

ンの 主 体 に な っ て い る用 法 が 目立 つ 。 こ の よ う な場 合 に は 、 「勝 手 気 ま ま」

の 意 味 に な っ て い る(エ ス テ ル 記1・8、9・5、 ダ ニ エ ル書8・4、11・

3等 を参 照)。(1>-6の 動 詞jt°rbの 意 味 に 関 して は、 色 々 な解 釈 が 提 案 さ れ

て お り、 「安 息 日 に定 め られ た 境 界 を越 え る な」の意 味 に解 釈 す る者 もい る(2切。

(1>一一7の ラ ツ オ ー ン は 、 レ ビ記19章5節 、22章19節 以 下 の よ う な祭 儀 的用 法

に な ら っ て 「神 に 喜 ん で 受 け 入 れ られ る(犠 牲)」 の 意 味 で 使 わ れ て い る。

なお 、 この 文 章 は 、 箴 言15章8節 後 半 と きわ め て似 て い る。

(2)共 同体 規 則(1QS)

(2>-1　 第5欄1行1⊃ 狸1うmyりtリNう1⊃ ユフ、↑nnう1

　 彼 の 〈意 志 〉 にそ っ て命 じ られ た す べ て の こ と を 固 く守 る た め に

(2ト2　 　第5† 閾9そテ　　1コ1y1、ψ、1-n∫P、ユn、17⊃1りD'コill⊃71

　 ツ ァ ドクの 子 ら(す な わ ち)契 約 を守 り、 彼 の 〈好 意 〉 を求 め る祭 司 た ち

(2)一一3　 第5欄10そ テ目　nly1ユ コ1汀1rウ11rlnNう 一m,1コ1ユτ∬1nn

　 彼 の 真 実 と彼 の 〈意 志 〉 に従 う歩 み との た め に共 に献 身 す る 人 々

(2>-4　 第8欄6行 目 　11y1,m、 コ1
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　 〈御 意 志 〉 に適 っ て 選 ば れ た 者 た ち

(2)一一5　 第8† 閑10そテ目　 YINnτyユ19⊃ う11y1う1、1n、

　 彼 らは 〈お気 に入 り 〉 とな っ て 、 地 の た め に あ が な い を なす

(2>一一6　 第9欄4行 目 　mP♪nmmうWWユnYINう11y1う1

　 　(彼 ら は)幡 祭 の 肉 や 犠 牲 の脂 肪 よ り も、 地 の た め の ラ ツ ォ.___ンとな る

(2)-7　 第9† 閲5T7目 　 、、y1∫1ユ`T〕⊃1Tr　 1コ,γ】∫11

　 道 の 完 全 さ は 、 自発 的 な ラ ッ ォー ン の供 え物

(2)一一8　 第9† 閲13布二目　 うNllylnxn1毛 りyう

　 神 の 〈喜 ば れ る こ と〉 を行 う こ と

(2)一一9　 第9欄15行 目 　my、 ψN⊃my1,9うy　 p、m〒1う

　 彼 が 命 じられ た よ う に、 彼 の 〈意 志 〉 に適 う よ う に決 意 を 固 め る こ と

(2)一一10　 第9† 閾23T7目 　 o、9⊃nう ψnう1⊃ ユ11yl　rmリv5

　 手 で 掴 ま え るす べ て の 事 に お い て 、(神 の)〈 喜 ぶ こ と 〉 を行 う こ と

(2>-11第9欄24行 目 　ygn、 か うN　1、m∫1うm

　 神 の ラ ツ ォ ー ン な しに は 、 彼 は楽 し ま な い(?)

(2)-12　 第11欄17行 目　 うD7砂y、 　Nわn⊃ 〕1mわ ユ1

　 あ な た の く意 志 〉 な し に は 、何 事 も行 わ れ ませ ん

(2)-13　 第11欄18行 目　 h、7m⊃ コy1ユrllmτ1う 、⊃、

　 起 こ るべ き全 て の こ とは 、 あ な た の 〈意 志 〉 に よ っ て起 こ りま した

　 共 同体 規則 の以上13の 用例 で は、 ラツ オー ンの主体 が神 で ある場 合 が圧倒

的 に多 い。 この よ うな用 例 で は、 たい てい 「意 志」 と訳 したが、 その よ うな

場 合 で も 「好 意」 の よ うな感 情 的 な側 面 は当然 含 まれて い る。(2ト6と7は 、

祭 儀 的用法 を下 地 に してお り 「神 に喜 んで受 け入 れ られ る(も の)」 の意味

であ る。(2ト11の 用 法 は、 あい まい な表現 で あ るが 、 「意 志」 と訳 され る こ

とが 多 い。 しか し文 脈 か ら判 断 して 「喜 ぶ こ と」 の意味 に も とれ る(as)。

(3)感 謝 の 詩 篇(1QHa)

(3)-1　 第4亦 閾23T7目 　 1コ1y、1,コ ーrう1⊃ユ う1ψ⊃n1
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　 す べ て の あ な た の 〈好 意 あ る 〉 こ とば に蹟 く こ とか ら

(3>-2　 第6亦 閾107目 　 1コ1X、 、1n、ユ う1⊃tフTy[ユ】1、ユう、

　 あ な た の 〈意 志 〉 を選 び と る者 た ち を、 み な 、 義[を も っ て]祝 福 す る た

め

(3>-3　 第6欄13行 目 　 [D1]Nユn⊃ コ狸1ユ

　 ひ[と]に 対 す る あ な た の く好 意 〉 に よっ て

(3>-4　 第7欄18行 目 　1、X、1ツ1沿う

　 定 め られ た 〈恵、み 〉 の 時 の た め に(2s}

(3)-5　 第8欄13行 目 　nlrPユ1n四 、Nユ[`n⊃コ】}y、ユつnyTN、

　 私 は 知 っ て い ます 、[あ な た の]〈 好 意 〉 に よっ て 、 ひ と に …　 　 を増 や す

(3ト6　 第8欄18行 目　 h⊃]、y1⊃ 、9⊃1ユnう 、111nユ,コN1

　 私 は[あ な た の]〈 好 意 〉 に応 え て私 の 掌 を浄 化 す る こ と を選 び ま した

(3ト7　 第8欄20行 目 　↑¶フnう1τλ⊃1コ1y、ユ 職 リ、ユnう、

　 あ な た の慈 愛 の 偉 大 さ にふ さわ し く、 あ な た の 〈好 意 〉の 中 に私 を近 づ か

せ る た め で す働

(3>-8　 第8† 閑21そテ目　 11∫1【11nユ、聖リN　hjll蟹1-rnvn

　 あ な た が 選 ん で 下 さ っ た[あ な た の 〈お]気 に 入 り〉 の 地位

(3)-9　 第9季 閾8布 二目　 n⊃コ1y1　N、!7ユyT、　Nう1

　 あ な た の 〈意 志 〉 な しに は知 られ ませ ん

(3)一一10　 第9オ 閾10行 目　 71⊃ユ1y1うnnコ ⊃[n　1ココ1聖りN】ラD

　 あ な た の 〈意 志 〉 に した が っ て 、[そ の 中 にあ る]全 て の もの を案[配]

した

(3)一一11　第9† 閾15行 目　 71]⊃コ1y1う13'D⊃nOユ1汐Nう1⊃ 、

　 あ な た の 〈意 志 〉 に した が って 、 そ の 中 にあ る全 て の もの を案 配 した

(3>一一12　 第9香 閾20T7目 　 う、⊃7い〒Pn⊃ ⊃1翼1、9うy1

　 すべ て の こ と は、[あ な た の 〈意]志 〉 に した が っ て[起]こ ります

(3>一一13　 第12†閑33行 目　 1」1y、、〕コう1⊃5v1、 沿n1ユ111

　 す べ て の 彼 の 〈意 志 〉 にか な う子 らに対 す る 大 い な る 慈 しみ と を

(3)一一一14　第13欄4行 目　n⊃ ⊃1y1、95v
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　 あ な た の く意 志 〉 に した が っ て 、

(3)-15　 第18ヰ閑2布 二目　 1-Pn,　Nうn⊃ コ1y1　N、うユ1

　 あ な た の 〈意 志 〉 な し に は、(何 事 も)起 こ りませ ん

(3>-16　 第18ヰ閑6T7目 　 n⊃ 」1ylrNユ 』リnnNil　 l

　 あ な た の 〈意 志 〉 な し に は 、何 を私 は企 て られ ま し ょ う

(3)-17　 第18欄9行 目　 n⊃ コylN1う ユy¶ 、Nう1

　 あ な た の 〈意 志 〉な し に は 、(何 事 も)知 られ ませ ん

(3>一一18　第18欄22行 目　 、コ∫11〕、⊃　 t1⊃コ1【y、⊃1　n⊃-rユソnlh　 nmy、 　nnN

　 あ な た は、[あ な た の 僕 の]霊 を形 成 し、 あ な た の 〈意[志 〉に 従 っ て]

私 を決 定 した

(3)一一一19　第19ネ閾9そテ目　 τ1⊃21y1・〕ユう1⊃ラ〒1⊃・nn11

　 あ な た の慈 愛 が 、 す べ て の あ な た の 〈意 志 〉 に か な う子 らに

(3)-20　 第24欄12行 目　 7mly、 　Yフ1ツ

　 あ な た の 〈恵 み 〉の 時 に至 る ま で

　 感 謝 の詩篇 の場 合 には、神 の主権 と意志 が 強調 され る用例 が多 い 。第9欄

の4回 の用 例 は、いず れ も神 の世 界統 治 の意志 に関係 してい る。(3ト15、17

も同様 の思想 を表 現 してい る。 また、(3>-4、20の 「恵 み の時」 の よ うな複

合名 詞 になる用 例 も認 め られ る(先 に考 察 した第2・3イ ザ ヤの用 法 と類似)。

(3>-13は 、 ル カ に よる福 音書2章14節 の用 法 に類似 してい る。

(4)知 恵 文 書(4Q416-418)

(4ト1　 4Q416第2断 片 第2欄7行 目圏

　 　 　 　 1ユτ1川 リラ⊃111⊃91ntリ1、yつ ユ71⊃P、NうLり 、NDN

　 [も し も、 或 る ひ]と が 、 〈好 意 〉 を も っ て あ な た に傾 か な い な ら ば、 彼

の顔 を伺 い 、彼 の こ とば に従 っ て語 りな さい(?)

(4)-2　 4Q416第2断 片 第3欄12行 目{zs)7・nn　 lm〃mx1

　 絶 えず 彼 の 〈意 志 〉 を求 め な さ い

(4>-3　 4Q418第81断 片10行 目　 11y1、 ψjN沿 町Nユ 、ψ市n⊃1,ユ1
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　 ラ ツ オー ンの 人 々 か らの 怒 りを転 じる の は 、 あ な た の 手 に よ る の で す

(4)-4　 4Q418第126断 片8行 目　 mxlNわ コ 、・mNわm1う1⊃ ¶1P・

　 す べ て の 事 は 隠 され て お り、 ま た そ れ らは 彼 の(=神 の)〈 意 志 〉 な し に

は 起 こ らな い

　 あ ま り保存 状 態が 良 い とは言 え ない知 恵文 書 か らは、4例 のみ を選 んだ。

(4>一一1は本 文 の保 存状 態 が十分 で はない ため に、他 の解 釈 も可 能 であ るが マ

ルチ ネスの提 案 に従 って読 んだ働。(4)-3の 「ラ ツ ォー ンの 人 々」 は、 ル カ

による福 音書2章14節 の ア ンス ロー ポイス ・エ ウ ドキ アス に相 当す る表現 で

あ るが 、残念 なが ら文脈 が よ く分 か らない ので意 味 は判 然 と しない。(4>-4

は、 クム ラ ンの知恵文 書 の特徴 を よ く示 す表現 であ る。

　 以上 、死 海文書 にお け るラ ツ ォー ンの相 当数 の用 法 につ い て考 察 した。神

の主権 と意志 を強調 す る神 学 的術 語 と しての用 法 が た しか に優勢 で はあ るが 、

「好 き勝 手」 の よ うな旧約 にみ られ る他 の各種 の用 法 もか な り認 め られ る。

基本 的 には、 旧約 での用 法 を下地 に して いる こ とが確認 され るの であ る圃。

注

(1)西 欧 の 伝 統 的 な思 考 法 で は 、 ど う して も 「意 志 」 と 「感 情 」 は別 に扱 わ れ る こ と に な

　 　 り、 そ の場 合 た い て い は 、神 の 「意 志 」 だ け が 問題 に な る 。 セ ム 的 な現 実 の 分 節 の 仕

　 　 方 と西 欧 的 な分 節 の 仕 方 が異 な る た め に起 こ る 同様 の 問 題 は 、 他 の 聖 書 的 用 語 、 例 え

　 　 ば 、神 の 「義 」 や 神 へ の 「畏 れ」 の よ う な場 合 に も見 られ る 。

(2)　 「箴 言 に お け る釈 義 上 の 問 題(4)」 『キ リ ス ト教 論 藻 』 第35号(2004年)1～15頁 。G.

　 　 Schrenk,　 Art.ε ∂δoκ εω,Theologisches　 Worterbuch　 zum　 NT　 II,　S　tuttgart(1935)736ff.;

　 　 G.Gerleman,　 Art.　 rsh　 Gefallen　 haben,　 in:Jenni/Westermann,　 Theologisches

　 　 Handworterbuch　 zum　 AT,　B　d.　II,　Munchen　 and　Zurich(1976)810ff.を 批 判 的 に検 討 した 。

(3)　 「ヘ ブ ラ イ 語 ラ ツ ォー ン の概 念 史 　 　 旧 約 か ら新 約 時 代 ま で 　 　」

(4)武 藤 慎 一 著 「ク リ ュ ソス トモ ス の エ ウ ドキ ア(神 の 喜 び)理 解 」 『基 督 教 学 研 究 』 第

　 　 25号(2005年)129一 ユ52頁 。

(5)G.Gerleman,　 a.a.O.,810.

(6)武 藤 慎 一=注(4)132頁 。G.　Schrenk,　 a.a.0.,740.

(7)G.Schrenk,　 a.　a.0.,736.動 詞 エ ウ ドケ イ ン と ラ ー ツ ァー が 、1対1に 対 応 して い る訳 で
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　 　 は な い 。 例 え ば 、 ヘ ブ ラ イ語 ハ ー ペ ツ もエ ウ ドケ イ ン と訳 さ れ る。 ま た 、 ラ ー ツ ァー

　 　 とハ ー ペ ツ は 、 ギ リ シ ャ語 の エ ウ ドケ イ ン以外 の動 詞 に も訳 さ れ る。

(8)K・ ベ ル ガ ー著 、 土 岐 健 治 監 訳 『死 海 文 書 とイ エ ス 』 教 文 館(2000)145-147頁 。

(9)ヘ ン デ ル の 「メサ イ ヤ」 の 歌 詞 な ど を通 して 、 流 布 して い る読 み 方 で あ り、 そ の た め

　 　 にThe　 New　 King　 James　 Versionも これ を 踏 襲 す る。 詳 細 に述 べ る とル ネ サ ンス 時 代 に

　 　 は 、 前 置 詞 の エ ンが な い 写 本 や 、 エ ンの か わ りに カ イ(そ して)と な っ て い る 写 本 が

　 　 流 布 して い た 。 ギ リ シ ャ語 と して は こ の よ うな 表 現 の 方 が 自然 で あ っ て 、 意 味 が 取 り

　 　 や す い 。

㈹ 　 ベ ル ガ ー=注(8)146頁 よ り引 用 。

(11)拙 論=注(2)12頁 。

02)Koehler/B　 aumgartner,　 Hebraisches　 und　 Aramaisches　 Levikon　 zum　 AT,　 Dritte　 Auflage,

　 　 Lieferung　 IV,　E.3.Bri11(1990)1194f.

(13)G.Gerleman,　 a.a.0.,810.

(14)山 我 哲 雄 訳 の 「レ ビ記 」 『旧 約 聖 書1律 法 』 岩 波 書 店(2004年)に よ る と26章34節 の

　 　 2つ の 用 例 を 「享 受 す る」 と訳 す 。41節 は 「(罪 責 を)償 う」、43節 の2つ の用 例 は 「享

　 　 受 す る」 と 「償 う」 に な っ て い る。 こ こ に一 種 の 語 呂 合 わ せ が あ る こ とは 明 らか で あ

　 　 ろ う(G.Gerleman,　 a.a.0.,811.)。 　KBL第3版 の 場 合 、 これ らの 用 例 の意 味 を厳 密 に規

　 　 定 しよ う と して 、 混 乱 を生 じて い る 。 な お 、 祭 儀 用 語 と して の ニ フ ァル 形 で の6つ の

　 　 用 例 を 山我 訳 レビ記 は 「受 け入 れ られ る」 と適 切 に訳 して い る。

㈲ 　 詳 細 は、 拙 論=注(2)4頁 以 下 参 照 。

(16)拙 論=注(2)6頁 以 下 参 照 。 箴 言 で ヤハ ウ ェが ラ ツ ォー ンの 主 体 に な っ て い る 用 法 で は 、

　 　 トー エ バ ー 「嫌 悪 す る もの」 と対 照 的 に用 い られ て い る場 合 が 注 目 され る 。

(17)拙 論 ・=注(2)11頁 以 下 。

(18}J.D.W.Watts,　 Isaih　34--bb:Word　 Biblical　Commentary(1987)

㈲ 　 同 様 の傾 向 は、MBuberの ドイ ツ語 訳 に も認 め られ る 。

(2a}こ の よ うな傾 向 は 、祈 祷 を重 ん じる聖 公 会 の 伝 統 と関係 す るの か も知 れ な い 。

(21}Martin　 G.　Abegg　 with　J.E.Bowley&E.M.Cook,　 The　Dead　 Sea　Scrolls　Concordance,　 Part　2,

　 　 Brill(2003)690f.

㈱ 　 例 え ば 、4Q4162ii　 7は 、4Q4172ii+23,ユ0お よび4Q4188,7と 同一 。

㈲ 　 Abeg9のConcordanceを 参 照 し なが ら、　Florentino　 Garcia　 Martinez　 and　 Eibert　 J.　C.

　 　 Tigchelaar,　 The　Dead　 Sea　Scrolls　Study　 Edition　Vol.1-2,　 Brill(1997-1998)に よ っ て ヘ ブ ラ

　 　 イ 語 本 文 を確 認 した 。 翻 訳 に 際 して は 、Martinezの 英 訳 とM.　 Wise/M.　 Abeg9/E.　 Cook,

　 　 The　Dead　 Sea　Scrolls.　A　New　 Translation,　 Harper　 San　Francisco(1996)を 参 照 した 。 さ ら

　 　 にJohann　 Maier,　Die　Qun皿an-Essener:Die　 Texte　vom　 Toten　Meer,　 Bd.1-II,　UTB　 l　862-1863,

　 　 Reinhardt(1995)を も参 照 。 「共 同体 規 則 」 と 「ダ マ ス コ文 書 」 につ い て は 、 適 宜 以

　 　 下 の 対 訳 を も参 照 。J.H.　Charlesworth(ed.),The　 Dead　 Sea　Scrolls.　Hebrew,　 Aramaic,　 and

　 　 Greek　 Texts　with　English　 Translations,　 vol.1,Rule　 of　the　Community　 and　Related　 Documents
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　 　 {1994);J.H.　 Charlesworth{ed.},　 The　Dead　 Sea　S　crolls.　Hebrew,　 Aramaic,　 and　Greek　Texts

　 　 with　English　Translations,　vo1.2.　Damascus　 Document　 War　 Scroll　and　Related　Documents

　 　 {1995)

図 　 M.Wise/M.　 Abegg/E.　 Cook=注(23)68。 他 に、性行 為 の こ とを問題 に してい る とす る解

　 　 釈 な どが ある。Johann　Maier=注(23}Bd.1,23参 照 。

(25)　 「楽 しまない」 の 「ない」 の綴 りには問題 が あ る。 この箇所 の前後 で は、動 詞 ラー ツ

　 　 ァー が用 い られ てお り、神 と人 との交流 につい て語 られ てい る。23行 目末 の(2)-10の

　 　 文 以下 を訳 す と以 下 の よ うに なる。 「手 で掴 ま えるすべ ての事 にお い て、 また彼(=

　 　 神)が 支 配 す るすべ ての事 におい て、彼 が命 じた よ うに、(神 の)〈 喜 ぶ こ と〉を行 う

　 　 こ と。(そ うす れ ば)彼(=各 人)に よって な され たすべ て の事 を、 自発 的 な供 え物

　 　 と して彼(=神)は 喜 ぶで あ ろ う。そ して神 の ラッ ォー ンな しには、彼 は楽 しまな い。

　 　 [そ して]彼 の 口の こ とば をすべ て喜 んナ受 け入 れ る。彼 の命 じなか ったす べ て の事

　 　 は欲 求 しない」。

㈲ 　 この箇所 の前 後 関係 が分 か る よ うに、15行 目以 下 を訳 す 。 「また、私 は知 っ てい ます 、

　 　 あ らゆ る霊 的 に形造 られ た もの が、[ま た あ らゆる …　 　 が]あ な たの 手 に よる もの

　 　 であ る こ とを。 あな たは、そ れ を創 造 され る よ りも前 に決 定 され ま した。 ど う して誰

　 　 かが あ な たの こ とば を変 える こ とが 出来 るで し ょ うか。 た だ あ な た だ けが 、義 人 を

　 　 [創]造 され ま した。 そ して、定 め られた恵 みの時 の ため に、 あ なたの契 約 の うち に

　 　 守 られ る よ うに と、胎(の 中)か らあ なた は彼 を決定 され ま した」。

(27)以 下 に第8欄18-20行 目を訳 して前 後 関係 を 明 瞭 にす る。 「義 人 の霊 をあ な たが記 録

　 　 され る ことを私 は知 ってい ます の で、私 は[あ なたの]好 意 に応 えて私 の掌 を浄化 す

　 　 る ことを選 び ま した。 そ して あな たの僕 の魂 は、あ らゆ る不 義 の業 を忌 み嫌 い ま した。

　 　 そ して私 は知 って い ます 、あ なた の他 に誰 も義 し くは ない こ とを。 そ して私 は、 あ な

　 　 たが[私 に]与 え て下 さっ た霊 に よ って、 あ なた の顔 を和 らげ ます。(そ れ は)あ な

　 　 たの慈[愛]を 、[あ なた の]僕 の も とで[と こ しえ]に 至 る まで貫徹 させ る た め、

　 　 あ な たの聖 なる霊 に よって私 を浄め るた め、 あな たの慈 愛 の偉 大 さ にふ さわ し く、 あ

　 　 なたの好意 の 中 に私 を近づ かせ るた めです」。

t2s}4Q417第2断 片 第2欄+第23断 片10行 目、4Q418第8断 片7行 目 と同一

㈲ 　4Q418第9欄12行 目 と同一

岡 　Florentino　Garcia　Martinez　and　Eibert　J.　C.　Tigchelaar注(23}Vol.2,850f.

㈲ 　以上 の考察 を もとに、 さ らに新約 におけ るエ ウ ドケ イ ン とエ ウ ドキ アの用 法 につ い て

　 　考 察す る必 要が あ る。今 後 の課題 としたい。
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